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保護者の皆様へ 

 

幼保連携型認定こども園石谷の森こども園 

 

 

令 7年度における施設型給付費等の法定代理受領に係る額の通知について 

 

 

 このお知らせは、「鹿児島市特定教育・保育施設型及び特定地域保育事業の運営に関する基準を定

める条例」第 14 条の規定により、お子様が本園を利用した際に、鹿児島市から法定代理受領により

給付された施設型給付費の額をお知らせするものです。この通知により、追加の給付や保育料を収め

ていただく必要はありません。 

 令和７年度に法定代理受領した施設型給付費の額は「本園に係る各支給認定の公定価格の額から

保育料を減じた額」となります。 

 

 令和 7年度当園 1年間における施設型給付費の一人当たりの平均月額 

 

公定価格（A） 

国が定めた教育・保育に

要する費用の額 

保育料（B） 

保護者からご負担いただく

べき保育料の額 

施設型給付費（C） 

（C）=（A）－（B）市町

村から支払われた額 

１６３，３７６円 ８，３５０円 １５５，０２６円 

 

 （（C）の施設型給付費は、市町村から保護者に支払われず、法定代理受領して施設に支払われます。 

こども園に在籍する園児は年間平均で、５７人でしたので、園児一人当たりの 1年間の施設型給付費

の平均額は１５５,０２６円となります。 

 

（参考） 

〇 法定代理受領とは、「子ども・子育て支援法に基づく施設型給付等については、支給認定保護者  

に対する個人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てる

ため、市町村から施設に対して直接支払いが行われています。」この仕組みを法定代理受領と呼ん

でいます。 

〇 公定価格とは、内閣総理大臣が定める基準により算出した費用の額を「公定価格」と呼んでいま

す。公定価格は、子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用を基に算出されており、「認定

区分（1号認定、2号認定、3号認定）」、「保育必要量」、「施設の所在する地域」等を勘案して算出

されています。 

石谷の森こども園 

                                 Tell：099-813-7188 

                              担当：主幹保育教諭 田中友紀惠 


